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マスタープラン 対象地域地域WG
資料抜粋

集団施設地区
休業施設
撤去予定廃屋
廃屋跡地

休屋・休平地区マスタープラン
対象地域（案）：集団施設地区及びその周辺区域

※WG資料から⼀部表現の微修正を⾏っている場合があります（以下同様）。
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休屋・休平地区 魅⼒に関するこれまでの議論

【IPでの表現⽅法】
・⾷事から⽣まれる感動体験への導線

→ ヒメマスの⾷体験をきっかけに
その背後にあるストーリーへ誘う

【空間での表現⽅法】
・親しみやすさと厳かさ

→⾃然を慈しむ場であることの表現
（信仰のように間⼝は広く、

⼊り込むほどに厳かに)

【空間での表現⽅法】
・湖畔まで来て、湖の美しさを⼗分に享

受してほしい
→湖畔まで来てもらう仕掛け・⼯夫

・湖⾯から⾒た⾵景の保全も重要
→穏やかな湖⾯と雄⼤な外輪⼭が広が

るパノラマを保全し、磨き上げる

昨年度の地域WGから出た地域が考える⼗和⽥湖地域の魅⼒

空間を通じて伝えられるもの
→マスタープランでの議論の対象

インタープリテーションを
通じて伝えられるもの

⼗和⽥湖の美しさ ⼗和⽥信仰（=⾃然崇拝） ヒメマス

地域WG
資料抜粋
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穏やかな⽇常と⼗和⽥信仰の歴史を育んだ
⾃然がもてなす滞在の⾼付加価値化を⽬指す

（穏やかな⽇常） ゆとりの敷地、移動速度の低下、⽔際と緑が⼿に取れる場所

（⼗和⽥信仰の歴史） 古道と結界の顕在化、⼗和⽥神社、信仰の⽞関⼝

（育んだ⾃然） 四季の移ろい、地形と⽕⼭活動が織り成す透明度の⾼い⽔質と⽣態系

（滞在の⾼付加価値化） ⽔際の環境保全、厳しい制約条件、廃屋跡地の⼀部に宿泊施設等の誘致を検討

休屋・休平地区の
⼟地利⽤⽅針

(案)

⼗和⽥湖 北奥をいつくしむ３６５⽇基本構想
「地域の⽬指す姿」

⼟地利⽤の⽅針（案）地域WG
資料抜粋
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⾼付加価値化のための宿泊施設の⽅向性基本構想
抜粋



⾼付加価値化
対象外エリア

(触らない)

⾼付加価値化に特化した
⽴地を許容するエリア

⾃然環境保全エリア
(極⼒触らない)

⼈⼝や利⽤の変化に合わせ
開発許容範囲を⾒直し

⼈⼝や利⽤の変化に合わせ
開発許容範囲を⾒直し

⼈⼝や利⽤の変化に合わせ
開発許容範囲を⾒直し

⾼付加価値化を下⽀えする
⽴地を許容するエリア

5

将来的なエリア区分（案）
将来的なエリア区分

集団施設地区＋αを主に、エリア区分を設定
・湖・神社に近づくにつれ、⾼付加価値化に特化
・⼈⼝や利⽤の変化に合わせ、開発許容範囲を⾒直し

地域WG
資料抜粋

集団施設地区

⾼付加価値化に特化した
⽴地を許容するエリア

⾃然環境保全エリア
(極⼒触らない)

⾼付加価値化を下⽀えする
⽴地を許容するエリア

⾃然そのものを感じてもらうため、
開発・⼈⼯物は極⼒回避・低減

⾼付加価値化に寄与できる事業者
を誘致（誘致条件は今後検討）
地区の⾼付加価値化を下⽀えする
ため、地域活動やくらしの持続性
も考慮した事業・施設を検討



くらし･なりわいへの貢献、⼤型事業
将来的に、⾼付加価値なエリアを⽀えるくらし・な
りわいのための利⽤や、仮に⼤型事業等の要望が出
た場合の候補地としての観点で⼟地利⽤を検討

新たな⽞関⼝（新結界）
県道とガソリンスタンドの交差点に
新たな⽞関⼝（新結界）を表現。神
社の杜の⾶び地として参道を演出

賑わい筋の景観
新たな歩⾏者動線となる中⼼軸には⼗和⽥神社から「杜
の⾶び地」となるような森を点在させ、賑わいと参道を
演出。⾼付加価値宿泊施設は、この杜に沿う形に配置を
誘導。古道の趣と変えることで、古道＋結界は、歴史的
価値の保全を最優先するよう現在の形を未来につなげ、
別のものと認識できるような景観を形成

交通結節機能の集約と拡充
交通の機能を南駐⾞場に集め、拡張。
駅前広場以北の交通量や速度を低減。
北側駐⾞場は徐々に縮⼩。周遊性の向上
に⼩型モビリティなどの活⽤も検討

⾼付加価値体験を担う宿泊施設
⾃然環境保護活動や環境保護費の納付等、
制限を付与しながら、点在させる形で宿泊
事業等の誘致を検討

③

樹林化を促進
今後撤去対象である旧桂⽉亭の
跡地は森に還す（⼗和⽥神社に
⾒合う植栽）または施設を⾒せ
ない⼯夫など限定的な活⽤を前
提とした⼟地利⽤を想定

⑥

①

②

④ ⑤

ゆったりとした空間利⽤
休平の⼀⾓は賑わい筋の⽞関⼝につながる、
ゆったりとした現状程度の利⽤を継続。
⾃然回復も視野に⼊れた⼟地利⽤を念頭に。

⑦

将来（概ね20年後）の⼟地利⽤像（案）
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地域WG
資料抜粋
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廃屋跡地等への事業誘致（次年度以降に着⼿）
・跡地・遊休施設への利⽤の呼び込み
・賑わい筋での寄り道場所の増加

事業誘致の想定箇所（案）

宿泊を中⼼とした誘導箇所
飲⾷・物販を中⼼とした誘導箇所

⼗和⽥湖グランドホテル跡地周辺
⾼付加価値体験を担う宿泊施設を誘致

（⾃然環境保護活動・環境保護費の納付等、
制限を付与しながら、点在させる形で

宿泊事業等の誘致を検討）

賑わい筋周辺
歩くのが楽しくなる

滞在空間に寄与できる
飲⾷・物販等を誘致

新たな⽞関⼝

地域WG
資料抜粋

⼗和⽥観光ホテル跡地周辺
広場と合わせたオープンな

滞在空間に寄与できる
飲⾷・物販等を誘致 休業施設

撤去予定廃屋
廃屋跡地



将来⼟地利⽤像へ向けた実現ステップ（案）地域WG
資料抜粋
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継続的な取組実施

継続的な事業誘致

・歩⾏者優先の道路空間づくり
（⽯畳化のさらなる延⻑、

南駐⾞場の利便性向上等）

◆実現に向けた時期別取り組み事項
長期

（概ね20年程度）
中期

（概ね10年程度）
初期

（概ね５年程度）

各エリアのルール⾒直し
・開発許容範囲の再検討
・建築条件等の再検討

廃屋を⽣み出さないための取組
・既存廃屋の撤去 ・休眠施設等の管理・活⽤

廃屋跡地等への事業誘致
・⾼付加価値化に寄与する宿泊施設
・賑わいを形成する施設
・地域のくらしを下⽀えする施設

⾃然・⽂化資源の顕在化と保全
・古道の保全と植樹
・新たな⽞関⼝や賑わい筋の空間づくり

ゆったりとした滞在空間の実現
・歩⾏者優先の道路空間づくり
（⼀宮園地の拡充、⽯畳化の延⻑）

さらなる⾼付加価値な
空間の実現
・区内全域の導線整理
・中央導線以北の⾞両ボ

リュームの低減
・中央導線の道路規格の

格下げ(速度･⾞種制限
等)


